
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

 

お
知
ら
せ

年
末
年
始
の
業
務
の
ご
案
内

　
市
役
所
は
、
本
庁
、
各
総
合
支
所

と
も
に
12
月
29
日
（
木
）
か
ら
令
和

５
年
１
月
３
日
（
火
）
ま
で
閉
庁
と

な
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
お
け
る
証

明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
も
利
用
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
出
生
届
、
婚
姻
届
、
死
亡

届
等
の
戸
籍
の
届
出
は
、宿
日
直（
市

役
所
本
庁
舎
１
階
南
西
角　
警
備
室

内
）
で
お
預
か
り
し
ま
す
。

問 

総
務
課　
　
　

  

☎
（21）
２
３
４
２

年
末
年
始
の
ご
み
・
し
尿
の
収
集

の
お
知
ら
せ

ご
み
の
収
集

　
年
末
年
始
の
ご
み
の
収
集
は
収
集

日
カ
レ
ン
ダ
ー
に
従
い
、
次
の
と
お

り
行
い
ま
す
。

通
常
ど
お
り

12
月
28
日
（
水
）・
29
日
（
木
）・
30

日
（
金
）・
31
日
（
土
）、
１
月
４
日

（
水
）・
５
日
（
木
）・
６
日
（
金
）

収
集
し
ま
せ
ん

１
月
１
日
（
日
）・
２
日
（
月
）・
３

日
（
火
）　

し
尿
の
収
集

　

し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥
の
収
集
は
、

区
域
割
で
許
可
業
者
が
行
い
ま
す
。

お
住
ま
い
の
地
区
の
許
可
業
者
に
収

集
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

栃
木
地
域

（
有
）
栃
木
衛
生
実
行
社

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
（22）
０
６
６
１

（
有
）
栃
木
興
業　

  

☎
（22）
１
２
７
４

（
有
）
栃
北
興
業　

  

☎
（27）
５
３
３
６

大
平
地
域

（
有
）
大
環
舎       

☎
（43）
５
５
５
５

藤
岡
地
域

（
株
）
フ
ジ
オ
カ
ク
リ
ー
ン
ワ
ー
ク
ス　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（61）
２
３
０
２

（
有
）
城
南
興
業

　
　
　
　
☎
０
２
８
３

（22）
１
９
９
９

都
賀
地
域

（
有
）
栃
北
興
業　

  
☎

（27）
５
３
３
６

西
方
地
域

（
有
）
栃
北
興
業　

  

☎
（27）
５
３
３
６

岩
舟
地
域

（
有
）
岩
舟
衛
生
社  

☎
（55）
３
５
６
４

（
株
）
フ
ジ
オ
カ
ク
リ
ー
ン
ワ
ー
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
（61）
２
３
０
２

問 

ク
リ
ー
ン
推
進
課
☎
（31）
２
４
４
７

年
末
年
始
の
ご
み
の
持
ち
込
み
に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　
年
末
年
始
の
直
接
ご
み
の
持
ち
込

み
が
で
き
る
日
時
は
、
次
表
の
と
お

り
で
す
。

※
年
末
の
ご
み
の
持
ち
込
み
は
、
大

変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
時
間
に
余
裕

を
も
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

手
数
料　
分
別
ご
み
10
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
２
５
０
円
（
消
費
税
含
む
。） 

た
だ
し
、
10
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
端

数
に
つ
い
て
は
、
10
キ
ロ
グ
ラ
ム
と

み
な
し
ま
す
。

分
別
方
法　
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
す

場
合
と
同
様
に
分
別
し
、
搬
入
し
て

く
だ
さ
い
。
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池

等
が
原
因
と
み
ら
れ
る
火
災
が
頻
発

し
て
い
ま
す
。
ル
ー
ル
を
守
り
、
正

し
く
分
別
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

・
直
接
持
ち
込
み
す
る
場
合
は
、
中

が
確
認
で
き
る
透
明
な
袋
で
お
願
い

し
ま
す
。

・
場
内
の
係
員
の
指
示
に
従
い
、
ご

み
の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所

に
各
自
で
荷
降
し
て
く
だ
さ
い
。  

・マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
持
ち
込
み
で
き
る
ご
み
か
判
別
で

き
な
い
場
合
は
、
と
ち
ぎ
ク
リ
ー
ン

プ
ラ
ザ
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

と
ち
ぎ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ

　
　
　
　
　
　

     

☎
（31）
２
４
４
６

年
末
年
始
の
斎
場
業
務
の
お
知
ら
せ

　
12
月
30
日
（
金
）
ま
で
業
務
を
行

い
、
12
月
31
日
（
土
、
友
引
）・
１

月
１
日
（
日
）・
１
月
２
日
（
月
）

は
休
み
と
な
り
ま
す
。

問 

環
境
課　
　
　

  

☎
（21）
２
４
２
０

「
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
」
お
よ
び

「
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
」
に
基

づ
く
立
入
検
査
の
実
施
に
つ
い
て

　
市
で
は
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
に

基
づ
く
表
示
の
有
無
、
表
示
方
法
が

適
正
か
、
小
売
店
の
表
示
に
対
す
る

意
識
等
は
正
し
い
か
な
ど
に
つ
い
て

立
入
検
査
を
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
に
基
づ
く

特
定
製
品
に
対
す
る
Ｐ
Ｓ
Ｃ
マ
ー
ク

の
表
示
の
有
無
と
表
示
状
況
、
長
期

使
用
製
品
安
全
点
検
制
度
に
基
づ
く

事
業
者
へ
の
制
度
の
認
識
、
表
示
の

適
否
、
説
明
義
務
の
実
施
状
況
等
に

つ
い
て
の
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
し

ま
す
。

　
下
記
の
期
間
中
、
立
入
検
査
証
を

携
帯
し
た
市
職
員
が
市
内
の
小
売
店

を
訪
問
し
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

実
施
時
期　
12
月
～
令
和
５
年
２
月

末問 

市
民
生
活
課　

  

☎
（21）
２
１
２
１

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限
ま

で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
令
和
４
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

は
、
月
額
１
６
，
５
９
０
円
で
す
。

保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

ら
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関
・

郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
て
の
納
付
、
便

利
で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

毎
月
の
保
険
料
の
納
付
期
限
は
、
翌

月
の
末
日
で
す
。

　
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、将
来
の「
老
齢
基
礎
年
金
」や
、

障
が
い
・
死
亡
と
い
っ
た
不
測
の
事

態
が
生
じ
た
と
き
の
「
障
害
基
礎
年

金
」・「
遺
族
基
礎
年
金
」
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
納
付
期
限
ま
で
に
納

め
て
く
だ
さ
い
。

　
所
得
が
少
な
い
な
ど
の
経
済
的
な

理
由
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
保
険
料
が
免
除
・
猶
予

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
場
合
に

保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
さ
れ

る
臨
時
特
例
措
置
も
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
年
金
事
務
所
、
保
険
年

金
課
（
本
庁
舎
２
階
）、
各
総
合
支

所
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問 

栃
木
年
金
事
務
所
☎
（22）
４
１
３
１

保
険
年
金
課　
　
　
☎
（21）
２
１
３
４

12
月
４
日
（
日
）
～
10
日
（
土
）

は
人
権
週
間

12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」

　
「
人
権
デ
ー
」
と
は
、
１
９
４
８

年
12
月
10
日
「
世
界
人
権
宣
言
」
の

採
択
を
記
念
し
て
国
連
が
定
め
た
、

世
界
的
な
記
念
日
で
す
。
日
本
で
は

人
権
デ
ー
を
最
終
日
と
す
る
１
週
間

（
12
月
４
日
～
10
日
）
を
人
権
週
間

と
し
、
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚

の
た
め
の
啓
発
活
動
を
全
国
的
に
展

開
し
て
い
ま
す
。
本
市
で
も
、
街
頭

啓
発
や
特
設
相
談
、
講
演
会
な
ど
を

通
じ
、
人
権
尊
重
思
想
へ
の
理
解
を

よ
り
い
っ
そ
う
深
め
て
い
た
だ
け
る

よ
う
、重
点
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

「
人
権
特
設
相
談
」
の
お
知
ら
せ

　
人
権
週
間
の
期
間
中
、
市
で
は
各

地
域
に
特
設
相
談
所
を
設
け
、
人
権

に
関
す
る
様
々
な
相
談
に
人
権
擁
護

委
員
が
対
応
い
た
し
ま
す
。
ご
予
約

は
不
要
で
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
・
会
場

12
月
７
日
（
水
）
10
時
～
12
時
、
13

時
～
15
時　

栃
木
市
大
平
隣
保
館

（
大
平
町
新
）

12
月
８
日
（
木
）
10
時
～
12
時
、
13

時
～
15
時　
栃
木
市
厚
生
セ
ン
タ
ー

（
旭
町
）

問 

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

　
☎

（21）
２
１
６
１

年
末
の
交
通
安
全
県
民
総
ぐ
る
み

運
動

　
『
高
め
よ
う
！
と
ち
ぎ
の
交
通
マ

ナ
ー
「
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
！
あ
な
た
が

主
役
で
す
」』
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

交
通
安
全
意
識
の
浸
透
や
交
通
事
故

防
止
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
年
末
の

交
通
安
全
県
民
総
ぐ
る
み
運
動
が
実

施
さ
れ
ま
す
。
年
末
は
慌
た
だ
し
い

時
節
柄
、
交
通
事
故
件
数
が
増
加
す

る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
あ
ら
た
め
て

交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
交
通
マ
ナ
ー

の
実
践
に
つ
い
て
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

期
間　
12
月
11
日（
日
）～
31
日（
土
）

問 

交
通
防
犯
課　

  

☎
（21）
２
１
５
１

が
ん
患
者
支
援
補
助
金
の
ご
案
内

対
象　
左
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

栃
木
市
に
住
所
を
有
す
る
方

①
抗
が
ん
剤
治
療
に
伴
う
脱
毛
に
よ

り
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
が
必
要
な
方

や
、
治
療
に
伴
う
乳
房
の
形
の
変
化

に
対
応
す
る
た
め
の
補
整
下
着
な
ど

が
必
要
な
方
。

②
医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る

医
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
回
復
の
見

込
み
が
な
い
状
態
に
至
っ
た
と
判
断

さ
れ
た
が
ん
患
者
の
方
で
、
在
宅
療

養
生
活
へ
の
支
援
お
よ
び
介
護
が
必

要
な
18
歳
か
ら
40
歳
未
満
の
方
。

補
助
額

①
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
：
購
入
経
費
の

９
割
（
上
限
３
万
円
）（
ウ
ィ
ッ
グ

本
体
の
み
対
象
）

乳
房
補
整
具
：
購
入
経
費
の
９
割

（
上
限
２
万
円
）（
複
数
枚
ま
と
め
て

申
請
可
）

※
購
入
し
て
１
年
以
内
の
も
の
が
対
象

※
補
助
対
象
者
１
人
に
つ
き
、
各
項

目
１
回
限
り
申
請
可
。

②
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
経
費
に
対

す
る
補
助
額
：
１
月
に
つ
き
補
助
対

象
経
費
の
９
割
（
上
限
５
万
４
千

円
）、
生
活
保
護
世
帯
は
補
助
対
象

経
費
の
10
割
（
上
限
６
万
円
）

申
込　
申
請
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
問
合
先
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
必
要
書
類
や
補
助
内
容
な

ど
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参

照
、
ま
た
は
問
合
先
ま
で

※
申
請
書
は
問
合
先
（
栃
木
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
・
市
役
所
本
庁
舎
２

階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推

進
課
に
備
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可
。（
②
は
各
総
合
支
所
地
域
づ

く
り
推
進
課
に
申
請
書
の
設
置
な

し
。
栃
木
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
の

み
申
請
可
。）

問 

健
康
増
進
課　

  

☎
（25）
３
５
１
１

とちぎクリーンプラザの
ごみ受け入れスケジュール

日　時 受付時間

12/24（土） 8時 30分～ 16時 30分

12/25（日） ×

12/26（月） 8時 30分～ 16時 30分

12/27（火） 8時 30分～ 16時 30分

12/28（水） 8時 30分～ 16時 30分

12/29（木） 8時 30分～ 16時 30分

12/30（金） 8時 30分～ 16時 30分

12/31（土） 8時 30分～正午

1/1（日・元日） ×

1/2（月） ×

1/3（火） ×

1/4（水） 8時 30分～ 16時 30分

※ 12月 31日は正午までとなりますので
ご注意ください！

こども医療費助成制度の対象年齢が拡大されます
　令和５年１月診療分から、こども医療費助成制度の対象年齢を現行
の「中学３年生（15歳）まで」から「高校３年生相当（18歳）まで」
に拡大します。
　対象となるお子さんにつきましては、改めて受給資格の登録申請が
必要となります。すでに申請をされている方には、新しい受給資格者
証を 12月下旬に郵送いたします。令和５年１月以降に栃木県内の医
療機関等を受診する際は、必ず新受給資格者証と健康保険証を窓口で
提示してください。

問合先　保険年金課　☎（21）２１３６
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